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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

  

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第64期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しているものの、１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。 

４．１株当たり四半期純利益または当期純損失(△)および潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益の算定

に用いられた「普通株式の期中平均株式数」の算出に当たり、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社

株式数は、自己保有株式ではないため、自己株式数に含めておりません。 

  

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第64期 

第２四半期 
連結累計期間

第65期 
第２四半期 
連結累計期間

第64期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 19,157 19,372 35,962 

経常利益 (百万円) 863 1,187 1,465 

四半期純利益 
または当期純損失(△) 

(百万円) 304 1,174 △124 

四半期包括利益または包括利益 (百万円) △515 3,118 994 

純資産額 (百万円) 52,355 56,018 53,167 

総資産額 (百万円) 89,532 87,587 84,343 

１株当たり四半期純利益 
または当期純損失(△) 

(円) 4.15 15.99 △1.69 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益 

(円) 3.75 14.47 ― 

自己資本比率 (％) 58.5 64.0 63.0 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,639 5,371 △352 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,217 △1,032 △2,768 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 2,333 △1,796 △1,561 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 13,225 12,709 9,967 

回次
第64期 

第２四半期 
連結会計期間

第65期 
第２四半期 
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日 
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益 
または四半期純損失(△) 

(円) △0.37 3.02 
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当第２四半期連結累計期間において、当社および当社の関係会社において営まれている事業の内容に重

要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する

事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません 

なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

(1) 経営成績の分析 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済対策や日銀の金融緩和策等による円

安・株高効果等から輸出の持ち直しや個人消費が改善されるなど、緩やかに景気は回復いたしました。

一方、海外経済は、米国では引き続き回復傾向を辿ったものの、欧州経済は依然として低調に推移して

おり、中国や新興諸国においても成長鈍化が長引くなど、世界経済全体としては回復感の弱い状況が続

きました。 

このような情勢のもとで、当社グループといたしましては、成長余力の高い新興諸国や潜在需要の見

込める欧米の有望地域を中心に、グローバル展開を一層強化するための諸施策を推進いたしました。 

販売面につきましては、販売政策の柱である「ユーザーに密着した提案型営業活動」を積極的に展開

し、国内外で既存顧客との取引深耕や海外市場における新規市場開拓に注力いたしました。生産面につ

きましては、グローバルな調達を促進するとともに、生産子会社のIKO THOMPSON VIETNAM CO., LTD.に

おいて生産拡充を図るなど、生産コストの低減に取り組みました。 

当社グループの営業状況をみますと、国内市場は主要需要先であるエレクトロニクス関連機器や工作

機械向けの需要回復は緩慢でした。海外市場では、円安による輸出競争力の向上を背景に欧米地域にお

ける代理店向けをはじめ、医療機器向けや精密機械向けを中心に堅調に推移いたしました。一方、アジ

ア地域においては、中国では積極的な営業活動を展開いたしましたが、景気の停滞感が強く需要は伸び

悩みました。その他のアジア諸国は活発な市場開拓により、売上高は増加いたしました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期に比べ1.1％増の19,372百万円とな

りました。収益面につきましては、生産調整を継続したことから営業利益は605百万円(前年同期比

36.9％減)、経常利益は為替の円安効果等により1,187百万円(前年同期比37.5％増)、四半期純利益は

1,174百万円(前年同期比285.8％増)となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における針状ころ軸受および直動案内機器等(以下、軸受等)の生産

高(平均販売価格による)は13,762百万円(前年同期比7.6％減)となり、軸受等ならびに諸機械部品の受

注高は20,020百万円(前年同期比9.4％増)となりました。 

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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セグメントについて、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメン

トであるため、記載を省略しております。なお、部門別売上高では、軸受等は17,028百万円(前年同期

比0.5％増)、諸機械部品は2,344百万円(前年同期比5.8％増)となりました。 

  

  

(2) 財政状態の分析 

資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,244百万円増加し87,587百万円となりました。これは主に、

現金及び預金2,660百万円、投資有価証券1,296百万円等の増加と、たな卸資産1,958百万円等の減少に

よるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ393百万円増加し31,569百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金1,121百万円、未払法人税等524百万円等の増加と、長期借入金1,528百万円等の減少

によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,850百万円増加し56,018百万円となりました。これは主

に、利益剰余金880百万円、その他有価証券評価差額金834百万円、為替換算調整勘定1,110百万円の増

加等によるものであります。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期連結累計期間に比べ516百

万円減少し12,709百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ7,011百万円増加し5,371百万円とな

りました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,347百万円、減価償却費1,303百万円、たな卸資産

の減少額2,622百万円、仕入債務の増加額924百万円等によるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により支出されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,184百万円減少し1,032百万円と

なりました。これは主に、有形固定資産の取得等によるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により支出されたキャッシュ・フローは、前年同期に比べ4,129百万円増加し1,796百万円と

なりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,528百万円、配当金の支払額293百万円等によ

るものであります。 

部門別売上高       （単位  百万円）

区    分

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

比 較 増 減（自  平成24年４月１日 （自  平成25年４月１日 

至  平成24年９月30日） 至  平成25年９月30日） 

金額 比率 金額 比率 金額 伸び率

   % %  % 

軸受等 16,940 88.4 17,028 87.9 87 0.5 

諸機械部品 2,216 11.6 2,344 12.1 128 5.8 

売上高合計 19,157 100.0 19,372 100.0 215 1.1 
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(4) 事業上および財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新た

に生じた課題はありません。 

  なお、当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めてお

り、その内容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は、次のとおりであります。 

  

① 基本方針の内容の概要 

当社は、当社の企業価値が、「社会に貢献する技術開発型企業」という企業理念に基づいて、永

年にわたり蓄積してきた営業・技術・生産のノウハウ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進

し、国内外の社会の発展に貢献することにより、株主の皆様共同の利益を向上させていくことにそ

の淵源を有していると考えております。そのため、当社は、特定の者またはグループによる当社の

総議決権の20％以上に相当する議決権を有する株式の取得により、このような当社の企業価値また

は株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者またはグループは

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令および定款によ

って許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上のための

相当な措置を講じることを、その基本方針といたします。 

  

② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取り組みの概要 

当社は、平成25年５月13日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当

社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして、平成

23年６月29日開催の当社第62回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいたうえで継続

していた当社株式の大規模買付行為に関する対応方針につき、所要の変更を行ったうえで（以下変

更後の対応方針を「本プラン」といいます）、引き続き継続することを決議し、平成25年６月27日

開催の当社第64回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）において株主の皆様のご承

認をいただきました。また、当社は本プランの継続に伴い、独立委員会を引き続き設置しており、

独立委員会委員として、伊集院功、佐藤順哉、武井洋一、那須健人の４氏を選任いたしました。 

本プランの概要は、以下に記載のとおりですが、本プランの詳細につきましては、当社ホームペ

ージに掲載の平成25年５月13日付プレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針

（買収防衛策）の一部変更および継続に関するお知らせ」をご覧下さい。 

（参考URL: http://www.ikont.co.jp/） 

1) 本プランの目的 

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供および考

慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株

主の皆様が適切に判断されること、取締役会が、当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代

替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行

うことなどを可能とし、もって当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を実現す

ることを目的としています。 
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2) 本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続 

(a) 対象となる大規模買付行為 

次のアからウまでのいずれかに該当する行為またはその可能性のある行為がなされ、またはな

されようとする場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。 

ア 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等保有割合が20％以上となる当

該株券等の買付けその他の取得 

イ 当社が発行者である株券等に関する当社の特定の株主の株券等所有割合とその特別関係者の

株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得 

ウ 上記アまたはイに規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、

当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本ウにおいて同じとします）との間で、

当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、ま

たは当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し、もしくはそ

れらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為（ただし、当社が発行者である

株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が20%以上となるよう

な場合に限ります） 

(b) 大規模買付者に対する情報提供要求 

大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、意向表明書および大規模買付

情報を提出・提供していただきます。 

(c) 取締役会評価期間の設定等 

取締役会は、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが

行われる場合には、最長60日間、それ以外の場合には、最長90日間の期間を、取締役会評価期間

として設定し、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から、企図され

ている大規模買付行為に関して評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉

を行うものとします。 

(d) 独立委員会の勧告および取締役会による決議 

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合

で、取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該

違反が是正されない場合には、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措

置の発動を勧告します。 

他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、取締役

会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵

守されている場合であっても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定

の事情を有していると認められる者である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告

します。 

取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動その他

必要な決議を行うものとします。なお、取締役会は、一定の場合には、対抗措置を発動するか否

かを株主の皆様に問うべく株主総会を招集することができるものとします。 
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(e) 対抗措置の具体的内容 

当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、新株予約権の無償割当

てによるものを想定しておりますが、会社法その他の法令および当社の定款が取締役会の権限と

して認めるその他の措置を発動することが相当と判断される場合には当該措置が用いられること

もあり得るものとします。 

  

3) 本プランの特徴 

(a) 基本方針の制定 

本プランは、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を制

定したうえで、継続されたものです。 

(b) 独立委員会の設置 

当社は、本プランの必要性および相当性を確保するために独立委員会を設置し、取締役会が対

抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、かつ、取締役会の恣意的な判断を排除す

るために、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。 

(c) 株主総会における本プランの承認 

本プランにつきましては、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。 

(d) 適時開示 

取締役会は、本プラン上必要な事項について、適用ある法令等および金融商品取引所規則に従

って、適時適切な開示を行います。 

(e) 本プランの有効期間 

本プランの有効期間は、原則として、本定時株主総会における本プランの承認時から本定時株

主総会終了後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催

される取締役会の終結時までとします。ただし、かかる有効期間の満了前であっても、株主総会

において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または取締役会において本プランを廃

止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

  

4) 株主の皆様への影響 

(a) 本プランの効力発生時に株主の皆様へ与える影響 

本プランの効力発生時には、新株予約権の発行自体は行われません。したがって、本プランが

本プラン効力発生時に株主の皆様の権利および経済的利益に直接具体的な影響を与えることはあ

りません。 

(b) 新株予約権の無償割当て時に株主の皆様へ与える影響 

対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われた場合においても、保有する当社株式１株当

たりの価値の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことか

ら、株主の皆様の法的権利および経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定し

ておりません。ただし、例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、そ

の法的権利または経済的利益に何らかの影響が生じる可能性があります。 
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③ 上記の取り組みに対する取締役会の判断およびその理由 

当社は、前記②1)記載のとおり、本プランは企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上

をその目的としており、基本方針に沿うものと考えます。特に本プランは、1)株主総会において本

プランを廃止する旨の議案が承認された場合には本プランはその時点で廃止されるものとしてお

り、その存続が株主の皆様の意思にかからしめられている点において株主の皆様のご意思を重視し

ていること、2)大規模買付行為に関する評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者と

の交渉を行うにあたり、取締役会が独立した第三者的立場にある専門家の意見を取得できること、

3)独立性の高い独立委員会の設置を伴うものであり、対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会の

勧告を経る仕組みとなっているうえ、独立委員会は更に独立した第三者的立場にある専門家の意見

を取得できること、4)対抗措置の発動、不発動または中止に関する判断の際に拠るべき基準が設け

られていることなどから、当社は、本プランは当社の企業価値または株主の皆様共同の利益を損な

うものではなく、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

  

(5) 研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は375百万円であります。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

 （注）提出日現在発行数には、平成25年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

  

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 291,000,000 

計 291,000,000 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株) 
(平成25年９月30日)

提出日現在発行数 
(株) 

(平成25年11月13日)

上場金融商品取引所
名または登録認可金
融商品取引業協会名

内容

普通株式 73,499,875 73,499,875 
東京証券取引所 
(市場第一部)

単元株式数は1,000株であります。 

計 73,499,875 73,499,875 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式 
総数残高 
(千株)

資本金増減額
  

(百万円)

資本金残高 
  

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成25年９月30日 ― 73,499 ― 9,532 ― 12,886 
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(6) 【大株主の状況】 

(注) １ 日本生命保険相互会社およびその共同保有者であるニッセイアセットマネジメント株式会社から、平成17年

８月15日付で関東財務局長に提出された大量保有(変更)報告書により、平成17年７月31日現在で以下の株式

を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数

の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有(変更)報告書の内容は以下のとおりであります。 

  

２ 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行およびその共同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社および三菱ＵＦＪ投

信株式会社から、平成24年４月２日付で関東財務局長に提出された大量保有(変更)報告書により、平成24年

３月26日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間

末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有(変更)報告書の内容は以下のとおりであります。 

  

  平成25年９月30日現在 

氏名または名称 住所
所有株式数 
(千株)

株券等保有割合
(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１－８－11 5,971 8.12 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１－６－６ 
日本生命証券管理部内 

4,552 6.19 

日本トムソン取引先持株会 東京都港区高輪２－19－19 3,690 5.02 

ノーザン トラスト カンパニ
ー (エイブイエフシー) サブ 
アカウント ブリティッシュ 
クライアント 
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店 カストディ業務部) 

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 
５NT, UK 
(東京都中央区日本橋３－11－１) 

3,321 4.51 

ジェーピー モルガン チェー
ス バンク ３８５０９３ 
(常任代理人  株式会社みずほ銀
行 決済営業部) 

25  BANK  STREET,  CANARY  WHARF,  LONDON, 
E14 ５JP, UNITED KINGDOM 
(東京都中央区月島４－16－13) 

2,465 3.35 

株式会社不二越 富山県富山市不二越本町１－１－１ 2,008 2.73 

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店 カストディ業務部) 

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 
U.S.A. 
(東京都中央区日本橋３－11－１) 

1,947 2.64 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２－11－３ 1,688 2.29 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 1,612 2.19 

みずほ信託銀行株式会社退職給
付信託みずほ銀行口再信託受託
者資産管理サービス信託銀行株
式会社 

東京都中央区晴海１－８－12 
晴海アイランド トリトンスクエア オフィ
スタワーＺ棟 

1,305 1.77 

計 ― 28,559 38.85 

氏名または名称 保有株券等の数(千株) 株券等保有割合(％) 

ニッセイアセットマネジメント株式会社 39 0.05 

氏名または名称 保有株券等の数(千株) 株券等保有割合(％) 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,717 2.33 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 138 0.19 
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３ シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社およびその共同保有者であるシュローダー・イン

ベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッドおよびシュローダー・インベストメント・マ

ネージメント・リミテッドから、平成24年10月18日付で関東財務局長に提出された大量保有(変更)報告書に

より、平成24年10月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２

四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりませ

ん。 

なお、大量保有(変更)報告書の内容は以下のとおりであります。 

  

４ 野村證券株式会社およびその共同保有者であるＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣおよび

野村アセットマネジメント株式会社から、平成25年１月29日付で関東財務局長に提出された大量保有(変更)

報告書により、平成25年１月22日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社とし

て当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて

おりません。 

なお、大量保有(変更)報告書の内容は以下のとおりであります。 

  

５ フィデリティ投信株式会社およびその共同保有者であるエフエムアール エルエルシー(ＦＭＲ ＬＬＣ)か

ら、平成25年３月26日付で関東財務局長に提出された大量保有(変更)報告書により、平成25年３月18日現在

で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末における実

質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、大量保有(変更)報告書の内容は以下のとおりであります。 

  

６ ポーラー・キャピタル・エル・エル・ピーから、平成25年７月12日付で関東財務局長に提出された大量保有

(変更)報告書により、平成25年７月５日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当

社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には

含めておりません。 

なお、大量保有(変更)報告書の内容は以下のとおりであります。 

氏名または名称 保有株券等の数(千株) 株券等保有割合(％) 

シュローダー・インベストメント・マネジメ
ント株式会社 

79 0.11 

シュローダー・インベストメント・マネージ
メント・ノースアメリカ・リミテッド 

1,079 1.47 

シュローダー・インベストメント・マネージ
メント・リミテッド 

2,878 3.92 

氏名または名称 保有株券等の数(千株) 株券等保有割合(％) 

野村證券株式会社 3,640 4.72 

ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
ＰＬＣ 

1,816 2.30 

野村アセットマネジメント株式会社 2,054 2.79 

氏名または名称 保有株券等の数(千株) 株券等保有割合(％) 

フィデリティ投信株式会社 879 1.20 

エフエムアール エルエルシー(ＦＭＲ ＬＬ
Ｃ) 

7,312 9.95 

氏名または名称 保有株券等の数(千株) 株券等保有割合(％) 

ポーラー・キャピタル・エル・エル・ピー 3,685 5.01 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成25年９月30日現在 

(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式195株が含まれております。 

２ 「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社株式は含

まれておりません。 

  

② 【自己株式等】 

平成25年９月30日現在 

(注) １ 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権1個)あります。

なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。 

２ 「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含めておりません。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

 役職の異動 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

60,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

73,155,000 
73,155 ―

単元未満株式 
普通株式 

284,875 
― ―

発行済株式総数 73,499,875 ― ― 

総株主の議決権 ― 73,155 ― 

所有者の氏名 
または名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

株券等保有 
割合(％)

(自己保有株式) 
日本トムソン株式会社 

東京都港区高輪２－19－19 60,000 ― 60,000 0.08 

計 ― 60,000 ― 60,000 0.08 

２ 【役員の状況】

新役名および職名 旧役名および職名 氏名 異動年月日 

専務取締役 専務取締役 

近藤 俊夫 平成25年７月21日 
(経営企画部・経理部・情
報システム部・秘書室担当 
輸出管理室長) 

(経理部・情報システム
部・秘書室担当 
経営企画部長兼輸出管理室
長) 
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)および第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており

ます。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,095 12,755

受取手形及び売掛金 ※１  8,696 9,021

商品及び製品 15,614 14,297

仕掛品 10,672 10,462

原材料及び貯蔵品 7,990 7,558

その他 3,108 4,063

貸倒引当金 △25 △7

流動資産合計 56,151 58,151

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 9,451 9,464

その他（純額） 9,378 9,742

有形固定資産合計 18,829 19,207

無形固定資産 396 588

投資その他の資産   

投資有価証券 6,106 7,403

その他 2,922 2,278

貸倒引当金 △64 △41

投資その他の資産合計 8,965 9,640

固定資産合計 28,191 29,435

資産合計 84,343 87,587

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,487 5,609

1年内返済予定の長期借入金 3,556 3,556

未払法人税等 125 649

役員賞与引当金 70 35

その他 2,575 2,453

流動負債合計 10,815 12,304

固定負債   

社債 5,000 5,000

新株予約権付社債 5,000 5,000

長期借入金 9,179 7,650

退職給付引当金 1,096 943

その他 84 670

固定負債合計 20,360 19,265

負債合計 31,176 31,569
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,532 9,532

資本剰余金 12,886 12,886

利益剰余金 31,870 32,750

自己株式 △378 △351

株主資本合計 53,911 54,817

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,173 2,007

繰延ヘッジ損益 0 －

為替換算調整勘定 △1,918 △807

その他の包括利益累計額合計 △744 1,200

純資産合計 53,167 56,018

負債純資産合計 84,343 87,587
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
 【四半期連結損益計算書】 
 【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 19,157 19,372

売上原価 13,816 14,215

売上総利益 5,340 5,157

販売費及び一般管理費 ※１  4,381 ※１  4,552

営業利益 958 605

営業外収益   

受取利息 4 5

受取配当金 65 55

為替差益 － 520

その他 58 138

営業外収益合計 129 719

営業外費用   

支払利息 112 86

その他 111 51

営業外費用合計 224 137

経常利益 863 1,187

特別利益   

投資有価証券売却益 － 160

特別利益合計 － 160

特別損失   

投資有価証券評価損 103 －

特別損失合計 103 －

税金等調整前四半期純利益 759 1,347

法人税等 455 172

少数株主損益調整前四半期純利益 304 1,174

四半期純利益 304 1,174
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 【四半期連結包括利益計算書】 
 【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 304 1,174

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △900 834

繰延ヘッジ損益 2 △0

為替換算調整勘定 77 1,110

その他の包括利益合計 △820 1,944

四半期包括利益 △515 3,118

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △515 3,118
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 759 1,347

減価償却費 1,463 1,303

引当金の増減額（△は減少） △108 △231

受取利息及び受取配当金 △70 △60

支払利息 112 86

為替差損益（△は益） － △395

固定資産除却損 10 13

投資有価証券売却損益（△は益） － △160

投資有価証券評価損益（△は益） 103 －

売上債権の増減額（△は増加） △166 △126

たな卸資産の増減額（△は増加） 285 2,622

仕入債務の増減額（△は減少） △2,754 924

未払費用の増減額（△は減少） △214 20

その他 209 171

小計 △369 5,514

利息及び配当金の受取額 70 59

利息の支払額 △105 △83

法人税等の支払額 △1,235 △119

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,639 5,371

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,648 △626

投資有価証券の売却による収入 20 248

その他 △588 △655

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,217 △1,032

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △202 －

長期借入れによる収入 1,500 －

長期借入金の返済による支出 △1,486 △1,528

社債の発行による収入 5,000 －

社債の償還による支出 △2,000 －

配当金の支払額 △477 △293

その他 △0 26

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,333 △1,796

現金及び現金同等物に係る換算差額 42 199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,481 2,741

現金及び現金同等物の期首残高 14,707 9,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  13,225 ※１  12,709
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【注記事項】 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

  

(四半期連結貸借対照表関係) 

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。 

なお、前連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形を満期日

に決済が行われたものとして処理しております。 

  

  

(四半期連結損益計算書関係) 

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。 

  

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。 

  

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 
 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日)
当第２四半期連結会計期間 

(平成25年９月30日)

受取手形 130百万円 － 

 (自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

従業員給与 1,648百万円 1,665百万円 

福利厚生費 326  〃 324  〃 

賃借料 265  〃 285  〃 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日)

現金及び預金 13,242百万円 12,755百万円 

預入期間が３ヵ月超の定期預金 △116 〃 △146 〃 

取得日から３ヵ月以内に償還期限
の到来する短期投資(有価証券) 

100 〃 100 〃 

現金及び現金同等物 13,225百万円 12,709百万円 
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(株主資本等関係) 

前第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

２．基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

  

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 477 6.50 平成24年３月31日 平成24年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成24年11月12日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 367 5.00 平成24年９月30日 平成24年12月12日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 293 4.00 平成25年３月31日 平成25年６月28日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年11月11日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 367 5.00 平成25年９月30日 平成25年12月11日
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省

略しております。 

  

(金融商品関係) 

金融商品は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

(有価証券関係) 

有価証券は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しておりま

す。 

  

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益および算定上の基礎ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益および

算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(注) １株当たり四半期純利益および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に用いられた「普通株式の期中平

均株式数」の算出に当たり、「従業員持株ＥＳＯＰ信託」が所有する当社株式数は、自己保有株式ではないた

め、自己株式数に含めておりません。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

項目 (自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(1)１株当たり四半期純利益 4円15銭 15円99銭 

 (算定上の基礎)   

 四半期純利益(百万円) 304 1,174 

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

 普通株式に係る四半期純利益(百万円) 304 1,174 

 普通株式の期中平均株式数(株) 73,441,619 73,439,989 

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 3円75銭 14円47銭 

 (算定上の基礎)   

 四半期純利益調整額(百万円) ― ― 

 普通株式増加数(株) 7,751,937 7,751,937 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結
会計年度末から重要な変動があったものの概要 

――――― ――――― 
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平成25年11月11日開催の取締役会において、第65期の中間配当を行うことを決議しました。 

  

２ 【その他】

中間配当金額総額 367百万円  

１株当たりの中間配当金 ５円00銭  

支払請求権の効力発生日 
平成25年12月11日

 
および支払開始日  
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成25年11月８日

日本トムソン株式会社 

取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日
本トムソン株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期
間(平成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成
25年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを
行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本トムソン株式会社及び連結子会社の平
成25年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人 トーマツ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士    城  戸  和  弘  ㊞ 

指定有限責任社員
業務執行社員 

 公認会計士    京 嶋  清 兵 衛  ㊞ 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成25年11月13日 

【会社名】 日本トムソン株式会社 

【英訳名】 NIPPON THOMPSON CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  宮 地  茂 樹 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都港区高輪二丁目19番19号 

【縦覧に供する場所】 ※中部支社 

  (名古屋市中川区西日置二丁目３番５号(名鉄交通ビル)) 

 ※西部支社 

  (大阪市西区新町三丁目11番３号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

(注) 
  
※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではあ

りませんが、投資家の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所と

しております。 

  

  

  

  

  



取締役社長宮地茂樹は、当社の第65期第２四半期(自 平成25年７月１日 至 平成25年９月30日)の四

半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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